
鉄道事業法手続フローひと目でわかる

他事 鉄道事業者 国土交通大臣 占用者 地方自治体 都道府県
業者 ２種 １種 ３種 （地方運輸局長） 利害関係者 知事

事業許可申請 ○事
事業基本計画提出 ※業
○ 事業許可 １開

始
工事計画提出 ○ ※
○ 工事施工認可 ２

土地立入申請 ○
○ 土地立入許可

土地立入通知 ○
○ 損失補償協議 ○施

(整わない場合) 裁定申請 ○設
○ ○ 裁定受理工

通知事
答弁書提出 答弁書提出 ○段
○ ○ 裁定階
損失補償 ○

工事完成検査申請 ○
○ 鉄道施設検査
○ 車両確認

運賃料金上限申請 ○
○ 運賃料金上限許可営

運賃料金届出 ○業
準

運行計画届出 ○備

事故等報告届出 ○

○ 乗継円滑化措置協議
申立(整わない場合) ○

○ ○ 協議開始／再開命令営
裁定申請 ○業
(整わない場合)段

○ ○ 裁定階
○ ○ 勧告

○ 事業改善命令

事業譲渡譲受許可申請 ○
（当事者連署）

○ ○ 事業譲渡譲受許可事
業

休止届出 ○休
廃

廃止届出 廃止公表止
○ 意見聴取申請段

日時・場所等通知 ○階
意見聴取 意見陳述

○ 廃止繰上通知
廃止繰上届出 ○

※１…都市計画決定手続
都市計画区域内での鉄道建設・改良事業について、事業開始に前後して行われる。
※２…環境影響評価手続
以下の事業について、工事施工認可前に行われる。
・10km以上の鉄道建設・改良事業
・7.5km～10kmの鉄道建設・改良事業で、国土交通大臣が必要と認めた場合
・その他、都道府県・市区町村条例・要綱の対象事業に該当する場合


